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地理的表示(GI) 

琉球
りゅうきゅう

もろみ酢の沖縄県登録第１号について 
 

 

 

 

 

 

 

 

１ 地理的表示及び GI マークについて 

今後、登録された生産地や品質等の基準を満たした産品は、地理的表示が付されて流通

することになります。その際、併せて下記の GI マーク（地理的表示法に基づく登録標章）

が付されることとなっており、地理的表示産品であることの証となります。 

 

 

 

 

２ 登録情報                        

   登 録 番 号：４４ 

   名     称： 琉 球
りゅうきゅう

もろみ酢 

   登録生産者団体：琉球もろみ酢事業協同組合 

   生  産  地：沖縄県 

 

 

 

 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（地理的表示法）に基づき、本日、「琉球

もろみ酢」が沖縄初の地理的表示（GI）の産品として登録されましたのでお知らせしま

す。「琉球もろみ酢」を含め今回登録された６産品は、農林水産省のホームページで公表

されています。 

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/chizai/171110.html

